


大浴場を備えたくつろぎのホテル。マラソンで疲れた体をゆっく
りといやせます。 
那覇の中心部にありますので、食事やショッピングにも大変便利。 
ランナーに人気のホテルです。 

アパホテル那覇 （那覇市内宿泊ホテル） 

東京（羽田）発着 
那覇市内ご宿泊2泊3日 

■ご旅行期間：2010年3月6日（土）～3月8日（月）　【2泊3日】 
■ご旅行代金（お一人様当り）：57,800円（1名1室シングル利用の場合） 
　　　　　　　　　　　　　：56,800円（2名1室ツイン利用の場合） 
■ご利用予定ホテル：アパホテル那覇 
■利用航空会社：全日空（ＡＮＡ）または日本航空（ＪＡＬ） 
■添乗員：全日程同行します。 
■最少催行人員：20名様 
■ツアー申込締切　2月5日（金）まで 
 ＜ご旅行代金に含まれるもの＞ 
・往復航空運賃、ホテル宿泊費（朝食付） 
・日程表記載貸切バス利用、ツアーテント代 
・添乗員同行費用 

■完走記念夕食会：5,000円（オプション） 

お問い合わせ・お申込は下記まで （12月26日～1月3日は移転及び年末年始の為休業となります。） 
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3月6日 
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3月8日 
（月） 
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食 事 行 程 

ホテル 
専用バス 

専用バス 

専用バス 
………………………………………… 

……………………… 

スタート9:00am（10kmの部は9：30スタート） 

フィニッシュ地点 ホテル 
（夜　那覇市内にてオプショナルにて完走記念夕食会） 

スタート地点・沖縄県総合運動公園 

　　 

　　 

羽田空港 
13：30～17：00頃着 11：00～14：30頃発 

＊空港まではご自身にてご移動願います。（空港にて係員より搭乗券をお渡しします。） 

ホテル …………… …………… （各自移動） 那覇空港 

羽田空港 
11：00～13：30頃発 13：00～16：00頃着 

選手受付会場（沖縄県総合運動公園体育館） 
選手受付会場にてゼッケン受領手続き 

ホテル 

那覇空港 

　　 　　 

JTBスポーツデスク 
「JTBスポーツデスク」で検索してください。 

クリック！！

＊ 時間はフライトスケジュール、交通状況等により変更となる場合がございます。 

利用予定ホテル 
ランナーに人気の大浴場付のホテルをご用意 

TEL:03-5476-7853/FAX:03-5476-7860
〒108-0023 
東京都港区芝浦3-4-1グランパークタワー32階 
　　　　　 株式会社JTB法人東京第三事業部内 

ＪＴＢスポーツデスク「おきなわマラソンツアー」係 
担当：石山・村上・飯田・岩永 まで 

営業時間 / 月～金 9：30 ～17：30（土・日・祝 休み） 

※2009年12月25日（金）までは 
　下記までお申込み下さい 

TEL:03-5909-8090/FAX:03-5909-8100
〒163-1026 
東京都新宿区西新宿3-7-1新宿パークタワー27階 
株式会社JTB法人東京第九事業部内　JTBスポーツデスク 

ＪＴＢスポーツデスク「おきなわマラソンツアー」係 
担当：石山・村上・飯田・岩永 まで 

営業時間 / 月～金 9：30 ～17：30（土・日・祝 休み） 

※2010年1月4日（月）以降は移転 
　及び名称変更があり下記となります 

総合旅行業務取扱管理者：岩永丈幸 総合旅行業務取扱管理者：岩永丈幸 

  

●旅行代金に つ いて ● 各 コー ス ・ プ ラ ン に 記 載の 旅 行 代 金 は 
大人1名様の基本代金です。 

●発着時刻に つ いて● 日 程 に 記 載 し て い ま す 発着時 刻 は あ く ま 
で も 目 安 で あ り 変 更 に な る 場 合 が あ り ま す 。 ま た 、 交通事 情 に 
よ り 到 着 が 遅 れ る 場 合 が あ り ま す 。   

TOUR INFORMATION
お申し込み前に必ずお詠みいただきご確認下さい。 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。 
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。 

観光庁長官登録旅行業第176 7 号  
日 本 旅 行 業 協 会 正 会  員  
東京都港区芝浦3 丁 目 4 － 1    〒 1 08-0023 

旅行企 画 ・ 実施  株式会社   Ｊ Ｔ Ｂ 法人東京  

●募集型企画旅行契約   
こ の 旅 行 は （株 ） JTB法人東 京 （ 東京都新宿区西新宿3-7-1（2010.1.1から）） 
観光庁長官 登録旅行業第1767 号 。 以下 「 当 社 」 と い う ） が 企画 ・ 実 施 す る 旅 
行 で あ り 、 こ の 旅 行 に 参 加 さ れ る お 客 様は 当 社 と 募集型企画旅行契 約 （以 下 
「 旅行契 約 」 と い う ） を 締 結 す る こ と に な り ま す 。 ま た 、 旅行条 件 は 、 下 記 に よ る 
ほ か 、 別 途 お 渡 し す る 旅行条件 書 （全文 ） 、 出 発 前 に お 渡 し す る 最 終 日 程 表 と 
称 す る 確 定 書面 及 び 当社旅行業約款募集型企画旅行契 約 の 部 に よ り ま す 。   
  
●旅 行 の お 申 し 込 み 及び 契約成立時期   
（ １ ） 所 定 の 申 込 書 に 所 定 の 事 項 を 記 入 し 、 下 記 の お 申 込 金 を 添 え て お 申 し 込 
み く だ さ い 。   

（２ ） 電 話 、 郵 便 、 フ ァ ク シ ミ リ そ の 他 の 通信手 段 で お 申 し 込 み の 場 合 、 当 社 が 
予 約 の 承 諾 の 旨 通 知 し た 翌 日 か ら 起 算 し て ３ 日 以 内 に 申 込 書 の 提 出 と 申 
込 金 の 支 払 を し て い た だ き ま す 。   

（ ３ ） 旅行契 約 は 、 当 社 が 契 約の 締 結 を 承 諾 し 、 申 込 金 を 受 領 し た と き に 成 立 
す る も の と し ま す 。   

（４ ） お 申 込金 （ お ひ と り ） ：   
  
●旅行代 金 の お 支 払 い   
旅行代 金 は 旅 行 出 発日 の 前 日 か ら さ か の ぼ っ て 1 3 日 目 にあ た る 日 よ り 前 （お 申 
し 込 み が 間 際 の 場 合は 当 社 が 指 定 す る 期 日 ま で に ） に お 支 払 く だ さ い 。 ま た 、 お 
客 様 が 当社提 携 カ ー ド 会 社 の カ ー ド 会 員 で あ る 場 合 、 お 客 様 の 署 名 な く し て 旅 
行代 金 、 取消 料 、 追加諸費 用 な ど を お 支 払 い た だ く こ と が あ り ま す 。 こ の 場 合 の 
カ ー ド 利 用 日 は 、 お 客 様 か ら お 申 し 出 が な い 限 り 、 お 客 様 の 承 諾 日 と い た し ま す 。   
  
●取消料   
旅行契約成立 後 、 お 客 様 の 都 合 で 契 約 を 解 除 さ れ ると き は 、 次の 金 額 を 取 
消 料 と し て 申 し 受 け ま す 。   

き な い 場 合 、 当 社 は 通信契 約 を 解 除 し 、 規 定 の 取消 料 と 同 額 の 違約 料 を 

申 し 受 け ま す 。 た だ し 、 当 社 が 別途指 定 す る 期 日 ま で に 現 金 に よ る 旅行 代 
金 の お 支 払 い を い た だ い た 場 合 は こ の 限 り で は あ り ま せ ん 。   

●国内旅行保 険 へ の 加 入 に つ い て   
旅行 先 に お い て 、 病 気 ・ け が を し た 場 合 、 多 額 の 治療 費 、 移送費 等 が か か る こ 
と が あ り ま す 。 ま た 、 事 故 の 場 合 、 加害 者 へ の 損害賠償請 求 や 賠償 金 の 回 収 
が 大変困 難 で あ る の が 実 情 で す 。 こ れ ら の 治療 費 、 移送 費 、 ま た 、 死 亡 ・ 後 遺 
障害 等 を 担 保 す る た め 、 お 客 様 自 身 で 充 分 な 額 の 国内 旅行保 険 に 加 入 す る 
こ と を お 勧 め し ま す 。 詳 細 につ い て は 、 販売 店 の 係 員 に お 問 合 せ く だ さ い 。   
  
●事故 等 の お 申 出 に つ い て   
旅行 中 に 、 事 故 な ど が 生 じ た 場 合 は 、 直 ち に 同 行 の 添 乗 員 ・ 現地 係 員 ・ 運 送 ・ 
宿泊機関等旅 行 サ ー ビ ス 提供機 関 、 又 は 、 お 申 込 店 に ご 通 知 く だ さ い 。 （ も し 、 
通 知 で き な い 事 情 が あ る 場 合 は 、 そ の 事 情 が な く な り 次 第 ご 通 知 く だ さ い 。 ）   

●個人情 報 の 取 扱 に つ い て   
（ １ ） 当社 及 び 販売 店 は 、 旅 行申 込 の 際 に 提 出 さ れ た 申 込書 等 に 記 載 さ れ た 
個人情 報 に つ い て 、 お 客 様と の 間 の 連 絡 の た め に 利 用 さ せ て い た だ く ほ か 、 
お 客 様 が お 申 し 込 み い た だ い た 旅 行 に お い て 運 送 ・ 宿泊機関 等 の 提 供 す 
る サ ー ビ ス の 手配 及 び そ れ ら の サ ー ビ ス の 受 領 の た め に 手 続 に 必 要 な 範 
囲 内 で 利 用 さ せ て い た だ き ま す 。   

（２ ） 当 社 は 、 旅行 先 で の お 客 様 の お 買 い 物 等 の 便 宜 の た め 、 当 社 の 保 有 す 
る お 客 様 の 個人情 報 を 土産物 店 に 提 供 す る こ と が あ り ま す 。 こ の 場 合 、 お 
客 様 の 氏名 及 び 搭 乗 さ れ る 航空便名 等 に 係 る 個人情 報 を あ ら か じ め 電 子 
的方法 等 で 送 付 す る こ と に よ っ て 提 供 い た し ま す 。 な お 、 こ れ ら の 個人情 報 
の 提 供の 停 止 を 希 望 さ れ る 場 合 は 、 お 申 込 店 に 出 発 前 ま で に お 申 し 出 く だ 
さ い 。   

●旅行条件 ・ 旅行代 金 の 基準  
この旅行条件は2009年11月１日を基準としています。又、旅行代金は2009年 
11月１日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 

契約解 除 の 日   取消料 （ お １ 人 様 ）   

旅行開始日の  
前 日 か ら 起 算 し   
て さ か の ぼ っ て   

無料   
旅行代 金 の ２ ０ ％   
旅行代 金 の ３ ０ ％   
旅行代 金 の ４ ０ ％   
旅行代 金 の ５ ０ ％   
旅行代 金 の 10 0 ％   

１ ．  21 日 目 にあ た る 日 以 前 の 解除  
２ ．  20 日 目 にあ た る 日 以 降 の 解除 （ ３～ ６ を 除 く ）   
３ ．   ７ 日 目 にあ た る 日 以 降 の 解除 （ ４ ～ ６ を 除 く ）   
４ ．  旅行開 始日 の 前日 の 解除  
５ ．   当日 の 解除 （ ６ を 除 く ）   
６ ． 旅行開始 後 の 解除 又 は 無連絡不参加  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

●特別補償  
当 社 は 、 当社 又は 当 社 が 手 配 を 代 行 さ せ た 者 の 故意 又 は 過 失 の 有 無 に か か 
わ ら ず 、 募集型企画旅行約款別紙特別補償規 程 に 基 づ き 、 お 客 様 が 募集 型 
企画旅行参加 中 に 急 激 か つ 偶 然 な 外 来 の 事 故 に よ り 、 そ の 身 体 、 生命 又 は 
手荷物 上 に 被 っ た 一 定 の 損 害 に つ い て 、 以 下 の 金 額 の 範 囲 に お い て 、 補 償 
金 又 は 見舞 金 を 支 払 い ま す 。   
　 ・死亡補償金 ： １ , ５ ０ ０ 万 円   
　 ・入院見舞金 ： ２ ～ ２ ０ 万 円   
　 ・通院見舞金 ： １ ～ ５ 万 円   
　 ・携行品損害補償金 ： お 客 様 １ 名 に つ き ～ １ ５ 万 円   
　　 （ 但 し 、 補償対象 品 １ 個 あ た り １ ０ 万 円 を 限 度 と し ま す 。 ）   

「 通信契 約 」 を 希 望 さ れ る お 客 様 と の 旅行条件  
当社提 携 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 会 社 の カ ー ド 会 員 （以 下 「会 員 」 と い い ま す 。 ） よ り 「 会 
員 の 署 名 な く し て 旅行代 金 や 取消料 等 の 支 払 い を 受 け る 」 こ と （以 下 「 通 信 
契 約 」 と い い ま す 。 ） を 条 件 に お 申 込 み を 受 け た 場 合 、 通 常 の 旅行条 件 と は 
以 下 の 点 で 異 な り ま す 。 （受託旅行業 者 に よ り 当該取 扱 が で き な い 場 合 が あ 
り ま す 。 ま た 取 扱 で き る カ ー ド の 種 類 も 受託旅行業 者 に よ り 異 な り ま す 。 ）   
（ １ ） 契約成 立 は 、 当 社 が 電話 又 は 郵 便 で 旅行契 約 の 締 結 の 承諾通 知 を 発 
信 し た と き （e-mail等電子承諾通 知 を 利 用 す る 場 合 は 、 そ の 通 知 が お 客 様 
の 到 達 し た と き ） と し ま す 。 ま た 申 込 時 に は 「会員 番 号 ・ カ ー ド 有効期 限 」 等 
を 通 知 し て 頂 き ま す 。   

（２ ） 「 カ ー ド 利 用 日 」 と は 旅行代金 等 の 支 払 い 又 は 払 戻 し 債 務 を 履 行 す べ き 
日 を い い ま す 。 旅行代 金 の カ ー ド 利 用 日 は 「 契約成 立 日 」 と し ま す 。 ま た 取 
消 料 の カ ー ド の 利 用 日 は 「 契約解除依 頼 日 」 と し ま す 。 （ 但 し 、 契約解除 依 
頼 日 が 旅行代 金 の カ ー ド 利 用 日 以 降 で あ っ た 場 合 は 、 当 社 は 旅行代 金 か ら 
取消 料 を 差 し 引 い た 額 を 解除依 頼日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ７ 日 間 以 内 を カ ー 
ド 利 用 日 と し て 払 い 戻 し ま す 。 ）   

（ ３ ） 与信 等 の 理 由 に よ り 会 員 の お 申 し 出 の ク レ ジ ッ ト カ ー ド で の お 支 払 い が で 

旅 行 日 程 に 明 示 し た 運送機 関 の 運 賃 ・ 料 金 （注 釈 の な い か ぎ り エ コ ノ ミ ー ク 
ラ ス ） 、 宿泊 費 、 食事 代 、 及 び 消費税等諸税  
こ れ ら の 費 用 は 、 お 客 様 の 都 合 に よ り 一部利 用 さ れ な く て も 原 則 と し て 払 い 戻 
し い た し ま せ ん 。   
（ コ ー ス に 含 ま れ な い 交通費 等 の 諸費用 及 び 個人的費 用 は 含 み ま せ ん 。 ）   

●旅行代 金 に 含 ま れ る も の   

ご旅行条件（要約） お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、 事前に内容をご確認の上お申し込みください。 


